
【令和３年２⽉５⽇⼀部修正】

⾏政書⼠による代理申請

建設業許可（更新を含む）について、⾏政書⼠法第１条の３第１号の規定に基づく
代理申請を⾏う場合の四国地⽅整備局における事務取扱いは次のとおりです。

【提出する書類等について】
＜委任状＞
① 委任状は各申請毎に作成し、申請書とともに提出して下さい。
② 委任状は任意様式で差し⽀えありませんが、以下の記載等は必須とします。
・申請者（委任者）及び申請代理⼈（⾏政書⼠）の住所若しくは所在地、並び
に⽒名若しくは名称

・委任⽇
・申請代理⼈の⾏政書⼠登録番号（⾏政書⼠証票の番号）
・委任する範囲（例えば、令和〇〇年〇⽉〇⽇付建設業許可申請書に関する申
請、補正等に係る⼀切の件等、できるだけ具体的に記載して下さい。）

＜その他＞
申請書（規則様式第⼀号）の記載例は別紙︓記載例のとおりです。

【許認可等に関して⾏われる⼿続きについて】
許認可等に関して⾏われる⼿続き（申請書等の補正、追加確認資料の提出、取り

下げや撤回、その他の助⾔や勧告、是正指導など）は、当該委任範囲に関しては、
全て申請代理⼈と当局との間で⾏うこととなります。
なお、許可通知書の受領については、直接申請者（委任者）に郵送することを原

則としており、代理できない取扱いとしています。
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建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

地方整備局長

申請者

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １
別紙︓記載例

申請者と申請代理⼈を連記し
て下さい。

当欄には、申請代理⼈の事務担当者、連絡先を
記載して下さい。

職印

職印

⾏政書⼠法施⾏規則第９条第２項の記名と職印を押して下さい。
(⾏政書⼠の書類作成業務にかかる記名押印)


